
※①個室整備において、コンテナは、土地に定着させるための工事を伴うなど建築物として整備する場合は補助

対象となります。ただし、災害用として整備する場合は対象外です。また、既存の個室を改修する場合には、

トイレのみの改修であっても補助対象となります。

※③個人防護具保管施設の整備は、建物整備の工事に要する費用が対象となります。そのため、物置であっても、

土地に定着させるための工事を伴うなど建築物として整備する場合は、補助対象となります。

※④イ「PCR検査装置」は、PCR法による核酸増幅が可能な機器のみが補助対象となり、NEAR法や LAMP法
などの等温遺伝子増幅装置は補助対象になりません。

※④⑤設備整備は、新規購入及び増設する場合に限ります。

事 務 連 絡

令和６年３月 15日

各病院・診療所・訪問看護事業所 管理者 様

高知県健康政策部健康対策課長

医療措置協定を締結する医療機関等向けの施設・設備補助事業の事前の情報提供について

日頃は本県の感染症対策にご協力いただき厚くお礼申し上げます。

さて、現在「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正に基づ

き、都道府県と医療機関等との医療措置協定の事前調査及び協議を進めているところで

す。

この度、厚生労働省より医療措置協定を締結する医療機関等向けの施設・設備整備事業

が示されたことから概要をお知らせします。

つきましては、補助を希望される場合は、本年４月以降にすみやかに事業計画書類を提

出できるよう、下記をご確認の上、ご準備いただきますようお願いいたします。

なお、当該補助事業については、令和６年２月議会において予算議決のうえ、予算の範

囲内で実施するものであることを申し添えます。

記

１．補助対象・基準額等（予定）

対象医療機関 補助基準額 補助率

①病室の感染対
策に係る整備

・新興感染症発生・まん延時において、新興
感染症の患者を受け入れるための個室の整備
（専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス
等の付属設備の整備を含む）等

病床確保を内容とする協定締結医
療機関（病院、診療所）

1室当たり
14,546,000
円

国1/3
都道府県1/3
事業者1/3

②病棟等の感染
対策に係る整備

・新興感染症発生・まん延時において、多床
室を個室化するための可動式パーテーション
の設置
・病棟入り口の扉の設置
・病棟のゾーニングを行うための改修等

病床確保を内容とする協定締結医
療機関（病院、診療所）

１㎡当たり
239,300円

国1/2
都道府県1/2

③個人防護具保
管施設の整備

・個人防護具保管庫の設置
・個人防護具保管スペース確保のための建物
改修等

協定を締結する病院、有床・無床
診療所、訪問看護事業所

１㎡当たり
239,300円

国1/2
都道府県1/2

ア簡易陰圧装置
１病床当たり
4,320,000円

イ検査機器（PCR検査装置）
１台当たり
9,350,000円

ウ簡易ベッド
１台当たり
51,400円

ア検査機器（PCR検査装置）
１台当たり
9,350,000円

イ簡易ベッド
１台当たり
51,400円

ウHEPAフィルター付き空気清浄機（陰圧対
応可能なものに限る）

１台当たり
905,000円

補助メニュー

④設備整備
（病床確保）

病床確保を内容とする協定締結医
療機関（病院、診療所）

国1/2
都道府県1/2

⑤設備整備
（発熱外来）

発熱外来を内容とする協定締結医
療機関（病院、診療所）

国1/2
都道府県1/2



２．今後の予定

４月………補助金交付要綱発出

事業計画書の提出依頼

４月末……事業計画書※提出〆

６月以降…交付申請書の提出依頼、交付決定等

※事業計画書の提出の際は、以下の項目を報告いただく予定です。

共通

・感染症法に基づく医療措置協定の締結状況（見込含む）

・整備を必要とする具体的な理由

個室や個人防護具保管施設の施設整備

・工事費等の内訳、工事面積、整備事業期間等

設備整備

・品目、メーカー、規格、数量、単価（税込）、金額（税込）、設置場所、整備の様態

３．留意事項

・４月以降、国から正式な要綱が発出され次第、県要綱の発出及び事業計画の提出依頼

をさせていただくため、事業計画の提出期限が短期間になる見込みです。そのため、

令和６年度に補助事業の実施を希望される場合は、事業の検討や見積書の徴収などの

事前の準備をお願いします。

・原則、県の交付決定後から事業着手が可能となります。事業着手後、令和６年度内に

確実に事業を完了するものについて申請を行ってください。（県の指示を待たずに事

業に着手した場合、原則、交付の対象とならないのでご留意ください。）

（問い合わせ先）

高知県健康政策部健康対策課

新興感染症担当 崎村、岡山

TEL：088-823-9092 FAX：088-873-9941

E-mail：kansenyou@ken.pref.kochi.lg.jp


